
東日本大震災で被災された皆様へ (Ilt手県内専門家合IiiJ相談会)

な ん で も相談
fl-よ律や相続、財産、税金について詳しく聞きたいのだけれどもつ j

「給料や年金から引かれた22fF.の税金が戻ってくると閉し、たけれど、どうしたらいいのかつ」

「市や問へのごF続きはどうしたらいいのだろうつJ

「私の住まいはどうなるのりJf私の家や車、fi1uのローンはどうなるのつJ

fJ二地が水没した。建物が流失した、焼失した。登記はどうなるのだろう?J 

「借りている家の修丘f!代等の負担を家主さんに請求できるのつ」

円借りている H也を家主さんに返っjにはどうすればいいのだろうつ」

「被容に遭った土地の利li絡を教えてドさいJf般利刊ーをなくしたけれど!即日されないかつJ

「公正日止害遺言があるのか舶認できないですか。問 1~行できないで寸か」

「お応や事業の再建のためにお金を借りる経蛍百I-ioiiを作りたいのだけれどり」

「私の事業はどうしようか。やめようかJf事業計Flii寄ってどう作ったらいいのだろうつ」

「事業の再建のための資金・口一ンの相談をしたいのだけれど ?J

^ z: 

「遺族年金等はと。のように請求したらいいのだろうつJf土地!の境界がわからなくなってしまったつ」

「仕事中に被災したのだけれど労災はおりるのかつもらっていない給料があるのだけれどJ

※ I江の廃車q.~の書類等が揃っていれば、その場で手続きを無料でいたします。

皆さんの相談に各分野の専門家が無料でお応えします

気がねなく参加してください

[ 日時・場所](時間午後 111ト 411m 

7月 25日(月) 於山LlIllry仁1:'!)とコミュニティセンター

(山I+IIIIJ八嶋田r3-20) 

8月 8日(凡) 於釜石市教育センタ~5 階

(~石市鈴子一111)" 15番 2号 JH釜石駅間1J(l1)

8月 22I二I(月) 於高111小学校

(隙前高 ~EIrIi高出l町:J":T:f11野1)

9月 5日目) 於・大槌Illr役場仮rj'合2階会議室(0193-12-8715)

9月 20日ωく) 於Jナ手県立福祉の里センタ)

(大船渡市公恨IlW字削ノ f:30番地の20)

[参加予定専門家等]

司法書士、弁後士、中小企業診断j一、不動産鑑定一i 、行政書 I~、討会保険労務士、土地家屋調査士、税JH!

t、日本政策金融公威、ブアイナン、ンヤノレブ。ランナー

[ I1tJい合わせ先]

岩手県税j型士会館 (019)622-5160(廃車の必要常一類~;}f士約手県行政書士会館へ (019)623-1555)


